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は
じ
め
に

『天
地
瑞
祥
志
j

は
、
唐
の
薩
守
真
（
界
説
あ
り
）
と
い
う
人
物
に

よ
っ
て
編
慕
さ
れ
た
天
文
類
書
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
は
さ
ほ
ど
注
目
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
書
物
で
あ
っ
た
が
、
二

0
―
一
年
秋
よ
り
、
数
名
の
有
志

に
よ
り
天
地
瑞
祥
志
研
究
会
（
代
表

・
水
口
幹
記
氏
）
が
立
ち
上
げ
ら
れ
、

輪
読
会
を
行
っ
て
き
た
。

こ
の
研
究
会
で
の
成
果
は
、
水
口
幹
記
氏
•
田
中
良
明
氏
に
よ
っ
て
第

一
の
翻
刻

・
校
注
が
『
藤
女
子
大
学
国
文
学
雑
誌
』
九
三
号
（
―

I
O
I
五

年
）
及
び
九
四
号
（
―
I
O
I
六
年
）
に
、
佐
野
誠
子
氏
・

佐
々
木
聡
氏
に

よ
っ
て
第
十
四
の
翻
刻

・
校
注
が

『名
古
屋
大
學
中
國
語
學
文
學
論
集
』

第
二
九
輯
（
二

0
一
五
年
）
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
こ
れ
ら
に
続

く
研
究
会
の
成
果
報
告
で
あ
る
。
な
お
、

『天
地
瑞
祥
志
」
に
関
し
て
は
、

前
掲

『藤
女
子
大
学
同
文
学
雑
誌
j

九
三
号
に
収
録
さ
れ
て
い
る
水
口
幹

記
氏
に
よ
る
「
序
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

さ
て
、

『天
地
瑞
祥
志
』
第
十
六
に
は
、

「月
令
」
「
五
行
」
一
木
」

「火」

『
天
地
瑞
祥
志
』

「
土
」
「
金
」
「
水
」
の
項
目
が
立
て
ら
れ
て
お
り
、

ま
た
「
水
」
に
は

「醜
泉
」
「井
」
が
付
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
の
う
ち
、
「
月
令
」
の

翻
刻
・
校
注
を
収
録
す
る
。
な
お
、
分
星
的
な
事
情
に
よ
り
、

「
月
令
」

を
三
分
割
し
、

（
一
）
に
は
「
一
月

・
ニ
月

・
三
月
」
を
、
（
二
）
に
は

「
四
月

・
五
月

・
六
月
・
七
月
」
を
、
（
三
）
に
は
「
八
月

・
九
月

・
十

月

・
十
一
月
・
十
二
月
」
を
収
録
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
（
場
合
に
よ

っ

て
は
、
（
四
）
を
設
け
る
可
能
性
も
あ
る
）
。

こ
の
第
十
六

「月
令
」
の
翻
刻
と
校
注
は
深
澤
瞳
が
担
当
し
た
が
、
こ

の
成
果
は
決
し
て

一
人
だ
け
の
手
に
な
る
も
の
で
は
な
く
、
研
究
会
の
参

加
者
に
よ
る
意
見
の
集
約
で
あ
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。

「天
地
瑞
祥
志
』
翻
刻
・
校
注
凡
例

原
文

一
、
底
本
に
は
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
所
蔵

『天
地
瑞
祥
志
』
を
用

い
る
。

第
十
六
翻
刻

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
所
蔵

． 
校
注

「
月
令
」

深
澤

瞳
＾ ヽ
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一
、
底
本
は
文
章
の
改
行
に
無
秩
序
な
箇
所
が
あ
る
が
、
読
者
の
便
を
図

り
、
引
用
薔
や
文
脈
に
よ
り
適
宜
段
落
を
設
け
、
各
々
に

01
、

02
、

…
…
と
番
号
を
付
し
て
①
に
記
し
た
。

一
、
底
本
は
紗
本
で
あ
り
、
行
草
体
や
鉗
写
特
有
の
字
体
を
含
む
が
、
適

宜
楷
書
化
し
、
通
行
の
字
体
に
改
め
た
。

一
、
底
本
の
双
行
注
（
割
り
注
）
は
山
括
弧

〈〉

に
入
れ
て
示
し
、
欠
字

は
口
で
示
し
て
い
る
。

一
、
底
本
に
苔
き
入
れ
が
有
る
際
、
ま
た
は
、
底
本
の
字
作
り
が
前
田
尊

経
閣
文
庫
所
蔵

「天
地
瑞
祥
志
』
（
以
下

「尊
経
閣
本
」
と
略
す
）
と

異
な
る
際
に
は
、
①
の
本
文
の
右
労
に

[
-
]
U
-
]
•…
•
•
と
付
し
、

文
末
に
書
き
入
れ
や
校
異
を
記
し
た
。
但
し
、
僅
か
で
も
字
体
が
慄
な

る
文
字
を
す
べ
て
挙
げ
る
こ
と
は
繁
雑
の
難
が
あ
る
た
め
、
紗
本
に
頻

見
す
る
異
体
字
の
頷
で
、
一
見
し
て
同
義
の
文
字
で
あ
る
と
判
断
可
能

な
文
字
は
、
こ
れ
を
略
し
て
載
せ
て
い
な
い
。

（尊
経
閣
本
と
の
校
合

は
、
尊
経
閣
に
お
い
て
当
該
書
を
実
見
し
、
紙
焼
き
を
購
入
し
て
い
る

「天
地
瑞
祥
志
J

研
究
会
代
表
の
水
口
幹
記
が
行

っ
た
。
）

校
訂

一
、
①
に
示
し
た
原
文
を
適
宜
正
字
に
改
め
、
句
読
点
な
ど
の
記
号
を
付

し
た
も
の
を
②
に
記
し
た
。
略
字
・
界
体
字
に
つ
い
て
は
、
「
日
」
と

「
曰」、

「豆
」
と

「
氏
」
、
「
文
]
と

「
父」、

「大
」
と
「
太
」
な
ど
の

紗
本
に
多
く
見
ら
れ
る
字
形
が
混
同
さ
れ
る
文
字
や
、
そ
の
字
形
が
仙

だ
し
く
相
異
す
る
場
合
以
外
は
、
特
に
断
り
な
く
改
め
て
い
る
。

一
、
①
に
示
し
た
原
文
に
術
字
が
有
る
と
認
め
た
場
合
は
、

②
に
術
字
を

一
、
②
の
文
章
を
訓
読
し
、
③
に
記
し
た
。

訓
説 丸

括
弧
（
）
に
入
れ
て
示
し
、
脱
字
・
誤
字
が
有
る
と
認
め
た
場
合
は
、

適
宜
文
字
を
挿
入
・
改
正
し
た
。

一
、
右
の
誤
字

・
術
字

・
脱
字
を
②
に
示
す
際
、

①
に
記
し
た
原
文
の
番

き
入
れ
、
も
し
く
は
檸
経
閣
本
を
根
拠
と
し
た
箇
所
に
は
白
丸

0
を、

他
の
関
連
資
料
を
根
拠
と
し
た
箇
所
に
は
四
角
口
を
付
し
た
。
書
き
入

れ
と
他
の
関
連
資
料
の
両
者
を
根
拠
と
し
た
箇
所
に
は
、
白
丸

0
し
か

付
し
て
い
な
い
。

一
、
右
に
記
し
た
根
拠
以
外
、
前
後
の
文
脈
な
ど
に
依
拠
し
て
誤
字
・
術

字
・
脱
字
を
判
断
し
た
箇
所
に
は
黒
丸
●
を
付
し
、
特
記
す
べ
き
事
項

が
有
れ
ば
②
の
文
末
に
注
記
し
た
。

注
釈

一
、
関
連
資
料
は
③
の
右
傍
に
（
一
）

し
た
。

一
、
④
に
は
、
関
連
資
料
の
書
名、

篇
名
と
本
文
を
記
し
、

「天
地
瑞
祥

志
J

本
文
と
対
応
す
る
箇
所
に
傍
線
を
付
し
て
い
る
。
ま
た
、
引
用
箇

所
に
注
釈
が
付
い
て
い
る
場
合
、
本
文
中
に

(1
)
（
2
)
の
番
号
を

付
し
て
、
本
文
の
後
に
併
記
し
た
。
な
お
、
引
用
文
が
長
大
に
渉
る
際

に
は
、
本
文
・
注
釈
と
と
も
に
「
天
地
瑞
祥
志
』
本
文
と
関
連
し
な
い

箇
所
を
省
略
し
た
。

一
、
②
で
四
角
口
を
付
し
て
誤
字

・
術
字

・
脱
字
を
示
し
た
際
に
根
拠
と

（二）

．．．．．． 
と
付
し
、

④
に
提
示
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な
っ
た
文
字
に
つ
い
て
は
、
④
の
当
該
文
字
を
口
で
囲
み
示
し
た
。

一
、
『
天
地
瑞
祥
志
」
本
文
中
の
「
守
日
」
の
「
守
」
が
「
天
地
瑞
祥

志
j

撰
者
の
「
薩
守
真
」
で
あ
る
こ
と
は
逐
一
注
記
し
な
い
。

※
な
お
、
底
本
の
文
字
の
判
定
や
正
字
の
確
定
な
ど
は
、

コ
ン
ピ
ュ

ー

タ
ー
処
理
の
可
能
な
限
り
努
め
た
が
、
最
終
的
な
判
断
は
担
当
者
に
一

任
し
た
。
ま
た
、
「
天
地
瑞
祥
志
』
本
文
の
体
裁
が
各
巻
に
よ
っ
て
異

な
る
た
め
、
各
巻
の
注
釈
の
体
裁
も
、
各
担
当
者
に

一
任
し
て
い
る
。

翻
刻

・
校
注

◎
月
令
…

「
月
令
」
で
は
、

一
年
一
―

ーカ
月
に
お
け
る
政
令
を
、
自
然
界

の
推
移
に
対
応
さ
せ
て
述
べ
て
い
る
。
本
文
は
「
礼
記
月
令
云
」
と
始
ま

る
よ
う
に
、

「礼
記
』
「
月
令
」
の
本
文
を
再
構
成
し
た
形
と
な
っ
て
い
る
。

た
だ
し
、
『
礼
記
』
「月
令
」
の
冒
頭
に
あ
る
よ
う
な
天
文

・
暦
に
関
す
る

記
述
は
引
用
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
割
注
は
、

『礼
記
』
の
鄭
氏
注
と

重
な
る
部
分
が
多
い
。

な
お
、

『礼
記
」
の
訓
読
に
あ
た
っ
て
は
、
竹
内
照
夫
『
礼
記
」（
新
釈

漢
文
大
系
、
明
治
書
院
）
、
市
原
亨
吉

•

鈴
木
隆

一
・
今
井
消

T礼
記
』
（全
釈

漠
文
大
系
、
集
英
社
）、
『
磯
記
二

0
巻
』
（
古
逸
文
叢
書
、
慶
長
・
元
和
年
間
〈
一

五
九
六
＇

一
六
ニ
――
-〉

木
活
字
印
本
。
古
活
字
版
）
な
ど
を
参
照
し
て
い
る
こ
と

を
初
め
に
お
断
り
し
て
お
く
。

※
今
回
掲
載
す
る
「
三
月
」
部
分
ま
で
に
、
尊
経
閣
本
と
の
異
同
は
無
い

の
で
、
「
校
異
」
の
項
目
は
設
け
て
い
な
い
。

01① 

天
地
瑞
祥
志
第
十
六

月
令
五
行
木
火
土
金
水

〈醗
泉
井
附
見
也
〉

月
令
〈
領
呈
反
平
〉
夫
豊
荒
水
旱
之
炎
兵
革
疾
病
之
残
攻
教
興
陵
之
道
在

於
時
節
突
是
以
周
公
制
月
令
以
佐
王
安
民
也
證
記
月
令
者
七
十
弟
子
為
後

學
者
雑
記
礼
事
秦
相
呂
不
車
集
知
略
之
士
著
書
取
周
之
月
令
淮
南
王
安
亦

集
才
士
依
月
令
而
作
則
時
篇
魏
則
帝
詔
依
月
令
而
使
行
政
令
也
随
文
皇
帝

詔
害
日
人
感
天
地
物
察
陰
陽
与
夫
五
行
四
序
同
神
含
氣
故
万
品
之
性

一
事

難
違
自
古
聖
人
順
時
作
法
代
有
殊
制
未
能
備
畢
唯
月
令
之
普
最
為
詳
令
選

百
王
之
典
成
一
家
之
言
襦
経
所
以
著
篇
鴻
生
所
以
偉
授
朕
粛
承
天
命
君
臨

兆
民
今
四
海
百
壁
服
軍
菌
之
用
備
射
柔
之
政
足
斯
遠
思
欲
恨
武
修
文
代
刑

以
徳
使
含
生
皆
遂
群
物
至
知
皿
首
方
足
受
福
不
夭
非
夫
消
息
時
序
冥
符
玄

連
神
明
協
賛
何
以
深
荻
其
月
令
之
事
営
冊
未
行
者
可
分
入
六
曹
尚
書
若
事

属
群
官
式
及
黎
猷
宜
即
領
下
勿
令
違
犯
如
在
朕
射
須
有
啓
沃
尚
書
毎
事
先

秦
預
使
知
聞
其
聞
法
或
須
改
革
者
有
司
参
議
世
処
分
俯
以
著
合
主
者
施
行

01
②
 

天
地
瑞
祥
志
第
十
六

月
令
五
行
木
火
土
金
水
〈
睛
泉
井
附
見
也
。
〉

月
令
〈
領
呈
反
。
平
。
〉
、
夫
豊
荒
水
旱
之
｛
火
、
兵
革
疾
病
之
残
、
攻
教
興

麿
之
道
、
在
於
時
節
癸
。
是
以
周
公
制
月
令
以
佐
王
安
民
也
。
「
證
記
』

月
令
者
、
七
十
弟
子
為
後
學
者
雑
記
證
事
。
秦
相
呂
不
準
、
集
知
略
之
士
、

著
書
取
周
之
月
令
。
淮
南
王
安
亦
集
才
士
、
依
月
令
而
作
則
時
篇
。
魏
則．
 

帝
詔
依
月
令
而
使
行
政
令
也
。
隋
文
皇
帝
詔
書
日
、
人
感
天
地
、
物
稟
陰

陽
、
輿
夫
五
行
四
序
同
紳
含
氣
。
故
萬
品
之
性

一
事
難
違
。
自
古
聖
人
順
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時
作
法
。
代
有
殊
制
未
能
備
畢
、
唯
月
令
之
杏
最
為
詳
。
今
令
選
百
王
之

典
、
成

一
家
之
言
。
麗
経
所
以
著
篇
、
鴻
生
所
以
侍
授
。
朕
粛
承
天
命
、

君
臨
兆
民
。
今
四
海
百
髪
服、

軍
固
之
用
備
、
剛
柔
之
政
足
。
斯
遠
思
、

欲
堰
武
修
文
、
代
刑
以
徳
、
使
含
生
皆
遂
群
物
至
知
、
圃
首
方
足
、
受
祗

不
夭
。
非
夫
消
息
時
序
、
冥
符
玄
運
、
誹
明
協
賛
、
何
以
深
翠
。
其
月
令

之
事
、
嘗
世
未
行
者
、
可
分
入
六
曹
・
尚
害
。
若
事
屍
群
官
式
及
黎
献
宜
、

即
領
下
勿
令
違
犯
。
如
在
朕
妬
、
須
有
啓
沃
。
尚
書
何
事
先
秦
預
使
知
聞
。

其
聞
法
、
或
須
改
革
者
、
有
司
・
参
議
量
虞
分
、
初
以
著
合
、
主
者
施
行
。

01
③
 

天
地
瑞
祥
志
第
十
六

月
令
五
行
木
火
士
金
水

〈
醜
泉
井
附
見
す
る
な
り
。〉

月
令

〈領
呈
の
反
。
平
。
〉
、
夫
れ
豊
荒
水
旱
の
突
、
兵
革
疾
病
の
残
、
攻

（

一

）

教
興
廃
の
道
は
、
時
節
に
在
り
。
是
を
以
て
周
公
月
令
を
制
し
て
以
て

（

二

）

王
の
民
を
安
ず
る
を
佐
く
る
な
り
。『
證
記
j

月
令
と
は
、
七
十
弟
子
後

に
學
ぶ
者
の
為
に
膿
事
を
雑
記
す
。
秦
の
相
の
呂
不
年
、
知
略
の
士
を
集

め
、
著
書
す
る
に
周
の
月
令
に
取
る
。
淮
南
王
安
も
亦
た
オ
士
を
集
め
、

月
令
に
依
り
て
則
時
篇
を
作
る
。
魏
は
則
ち
帝
詔
し
て
月
令
に
依
り
て

政
令
を
行
は
し
む
る
な
り
。
陪
の
文
皇
帝
の
詔
書
に
日
く
、

「人
天
地
に

感
じ
、
物
陰
陽
を
稟
け
、
夫
の
五
行
四
序
と
神
を
同
じ
く
し
氣
を
含
む
。

故
に
萬
品
の
性
一

事
す
ら
迎
ひ
難
し
。
古
よ
り
聖
人
時
に
順
ひ
法
を
作

る
。
代
々
殊
制
有
る
も
未
だ
備
畢
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
も
、
唯
だ
Jj
令
の

苫
の
み
蚊
も
詳
た
り
。
今
百
王
の
典
を
選
び
、

一
家
の
言
を
成
さ
し
む
。

證
経
篇
を
著
す
所
以
、
鴻
生
偲
授
す
る
所
以
な
り
。
朕
天
命
を
晰
承
し
、

兆
民
に
君
臨
す
。
今
四
海
百
蟹
服
し
、
軍
國
の
用
備
は
り
、
剛
柔
の
政

こ

こ

ゃ

足
る
。
斯
に
遠
く
思
ふ
に
、
武
を
恨
め
文
を
修
め
、
刑
に
代
ふ
る
に
徳
を

以
て
し
、
含
生
を
し
て
皆
遂
に
群
物
至
知
、
圏
首
方
足
、
受
幅
不
夭
た

ら
し
め
ん
と
欲
す
。
夫
れ
消
息
時
序
、
冥
符
玄
運
、
神
明
協
賛
に
非
ざ
れ

い
た

ば
、
何
を
以
て
荻
に
殊
ら
ん
。
其
の
月
令
の
事
、
常
世
未
だ
行
は
れ
ざ

る
者
、
分
け
て
六
曹
・
尚
曾
に
入
る
べ
し
。
サ
右
し
事
群
官
の
式
及
び
黎
獣

の
宜
に
蜀
す
れ
ば
、
即
ち
下
に
領
し
て
違
犯
せ
し
む
る
こ
と
勿
れ
。

如
し

f

こと

朕
の
拐
に
在
ら
ば
、
須
ら
く
啓
沃
有
る
べ
し
。
尚
書
事
毎
に
先
づ
奏
し

預
め
知
聞
せ
し
め
よ
。
其
の
聞
法
、
或
い
は
須
ら
く
改
革
す
べ
き
者
、
有

よ
り

司
・
参
議
慮
分
を
掘
り
、
伯
て
著
を
以
て
合
は
せ
、

主
者

施
行
せ
よ
。
」

と
。

01
④
 

(
-
）
云
咄
叫
』
月
令

(
1
)
 

月
令
節
六

(l
)
陸
日
、
此
是
呂
氏
春
秋
十
二
紀
之
首
、
後
人
剛
合
為
此
記
。
察
伯

階
•
土
撒
云
、
周
公
所
作
。

（
二
）
霞
世
」
巻
一1

一
十
藝
文
志
六
藝
略
覗

記
百
三
十

一
配
。

(1
)
七
十
子
後
學
者
所
記
也
。

02
①
 

約
•
U
L
)令云
孟
春
之
月
命
相
布
徳
和
令
行
慶
施
臥
卜
及
兆
民
〈
相
謂
三
公

也
徳
闇
袴
教
也
令
謂
時
禁
也
慶
謂
伏
其
善
也
恵
謂
植
其
不
足
之
也
〉
天
子

射
耕
範
田

〈事
在
祭
篇
也
〉
王
命
布
農
事
命
田
舎
東
郊
皆
脩
封
謄
審
端
佳

術

〈田
謂
田
唆
主
農
之
官
也
舎
謂
東
郊
順
時
氣
而
居
以
命
其
事
也
術
周
礼
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作
遂
々
小
溝
道

H
佳
也
〉
善
相
丘
陵
原
阻
〈
高
而
平
為
原
下
而
平
為
隈
〉

土
地
所
宜
五
穀
所
殖
以
教
尊
民
必
肪
親
也
命
架
正
入
學
習
舞

〈為
仲
春
即

繹
菜
也
〉
乃
脩
祭
、
口
礼
犠
牲
元
用
牝

〈為
傷
任
生
之
也
〉
禁
止
伐
木
無

覆
巣
元
殺
妓
虫
胎
夭
飛
鳥
無
隊
卵
無
緊
大
衆
置
城
郭
〈
為
妨
農
之
始
也
守

曰
荘
公
廿
九
年
春
新
作
厩
書
不
時
也
凡
馬
日
中
而
出
日
中
而
入
也
杜
預
曰

H
中
春
秋
分
也
治
厩
営
以
秋
分
因
馬
向
入
而
修
之
今
以
春
作
故
日
不
時

也
〉
掩
骰
埋
皆
〈
骨
枯
日
船
宍
腐
日
皆
也
守
曰
不
掩
埋
者
則
復
為
旱
之

也
〉
是
月
不
可
以
稲
々
兵
々
必
天
宍

〈逆
生
氣
也
〉
兵
戎
不
起
不
可
従
我

始
也

孟
春
行
夏
令
則
雨
水
不
得
〈
己
之
口
乗
之
也
〉
口
草
木
早
落
〈
生
曰
促

也
〉
麿
時
有
恐

〈以
火
訛
相
驚
也
〉
行
秋
令
則
其
民
大
疫

〈坤
之
氣
乗
也

七
月
始
殺
〉
姦
風
暴
雨
捻
至
〈
正
月
宿
直
尾
箕
々
好
風
其
氣
逆
也
曲
風
為

姦
也
守
云
暴
風
也
音
必
遥
反
〉
薬
秀
蓬
跳
並
興
〈
生
氣
乱
悪
物
盛
者
〉
行

冬
令
則
水
濠
為
敗
霜
雪
大
摯
首
種
不
入

〈亥
之
氣
乗
之
藉
説
首
種
謂
稜
者

也
〉

02
②
 

『橙
記
」
月
令
云
、

「孟
春
之
月
、
命
相
布
徳
和
令
、
行
慶
施
恵
、
下
及
兆

民
〈
相
謂
一二
公
也
。
徳
謂
善
赦
也
。
令
謂
時
禁
也
。
慶
謂
休
其
善
也
。
恵

謂
憧
其
不
足
、
之
也
。
〉
。
天
子
射
耕
籍
田
〈
事
在
祭
篇
也
。
〉
。
王
命
布
農

ロ

事
。
命
田
舎
東
郊
、
皆
脩
封
祗
、
審
端
経
術

〈田
謂
田
唆
。
主
農
之
官
也
。

舎
（
謂
）
東
郊
、
順
時
氣
而
居
、
以
命
其
事
也
。
術

「周
證
』
作
遂
。
遂

小
溝
、
道
日
程
也
。

〉
。
善
相
丘
陵
•
原
際
〈
高
而
平
為
原
、
下
而
平
為

陛
。
〉
・
土
地
所
宜
・
五
穀
所
殖
、
以
赦
導
民
。
必
拐
親
也
。
命
柴
正
入
學

習
舞
〈
為
仲
春
即
繹
菜
也
。
〉。
乃
脩
祭
。
口
禍
、
犠
牲
元
用
牝
〈
為
傷
任

生
之
也
。〉
。
禁
止
伐
木
、
無
覆
巣
、
元
殺
核
晶
・
胎
夭

・
飛
烏
、
無
贈

．

卵
、
無
棗
大
衆
・
置
城
郭

〈為
妨
農
之
始
也
。
守
曰
、
「
荘
公
廿
九
年
、

『春
、
新
作
厩
、
書
不
時
也
。
凡
馬
日
中
而
出
、
日
中
而
入
也
O
J

杜
預
曰
、

『日
中
春
秋
分
也
、
治
厩
常
以
秋
分
、
因
馬
向
入
、
而
修
之
今
以
春
作
、

故
日
不
時
也
。」
。
」
〉、
掩
酪
埋
皆

〈骨
枯
曰
賂
、
肉
腐
日
皆
也
。
守
曰
、

「
不
掩
埋
者
、
則
復
為
旱
之
也
」
。
〉
。
是
月
、
不
可
以
稲
兵
。
稲
兵
必
有
天

｛
火
〈
逆
生
氣
也
。
〉
。
兵
戎
不
起
、
不
可
従
我
始
也
。

孟
春
行
夏
令
、
則
雨
水
不
得
〈
巳
之
口
乗
之
也
。
〉。

0
草
木
早
落

〈生
日

促
也
。〉
。
圃
時
有
恐

〈以
火
訛
相
驚
也
。〉。

行
秋
令
、
則
其
民
大
疫
〈
坤

之
氣
乗
也
。
七
月
始
殺
。〉
、
姦
風
暴
雨
捻
至
〈
正
月
宿
直
尾
箕
。
箕
好
風
。

其
氣
逆
也
。
曲
風
為
姦
也
。
守
云
、
「暴
風
也
。
音
必
遥
反
。
」。
〉、
黎

・

袴

．
蓬

．
嵩
拉
興

〈生
氣
乱
悪
物
盛
者
。
〉。
行
冬
令
、
則
水
濠
為
敗
、
霜

雪
大
勢
、
首
種
不
入

〈亥
之
氣
乗
之
。
藉
説
、
首
種
謂
殺
者
也
。
〉。

02
③
 

(
-
）

や

わ

『禍
記
j

月
令
に
云
ふ
、
「
孟
春
の
月
、
相
に
命
じ
て
徳
を
布
き
令
を
和
ら

げ
、
慶
を
行
ひ
恵
を
施
し
、
下
兆
民
に
及
ぶ

〈相
は
三
公
を
謂
ふ
な
り
。

ほ

徳
は
善
数
を
謂
ふ
な
り
。
令
は
時
禁
を
謂
ふ
な
り
。
慶
は
其
の
善
を
休
む

あ
は

る
を
謂
ふ
な
り
。
恵
は
其
の
足
ら
ざ
る
を
憧
れ
む
を
謂
ふ
、
之
な
り
。
〉。

み
づ
か

天
子
舵
ら
籍
田
を
耕
す

〈事
は
祭
篇
に
在
る
な
り
。〉。

王
命
じ
て
、
農

事
を
布
く
。
田
に
命
じ
て
東
郊
に
舎
ら
し
め
、
皆
封
櫃
を
修
め
、
審
か

す
い

た
だ

に
経
術
を
端
さ
し
む

〈田
は
田
唆
を
謂
ふ
。
農
を
主
ど
る
の
官
な
り
。
東

郊
に
舎
る
は
、
時
氣
に
順
ひ
て
居
ら
し
め
、
以
て
其
の
事
を
命
ず
る
な
り
。

術
は

「周
漣
』
遂
に
作
る
。
遂
は
小
溝
、
道
を
径
と
曰
ふ
な
り
。
〉
。
善
＜

丘
陵

•

原
陛
〈
高
く
し
て
平
ら
か
な
る
を
原
と
為
し
、

下
に
し
て
平
ら
か
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み

な
る
を
隈
と
為
す
。
〉
・
上
地
の
宜
し
き
所

・
五
穀
の
殖
す
る
所
を
相
て
、

み

づ

か

以
て
民
を
教
淋
す
。
必
ず
射
親
ら
す
る
な
り
。
築
正
に
命
じ
て
、
學
に
入

り
て
舞
を
習
は
し
む

〈仲
春
な
れ
ば
即
ち
繹
菜
せ
ん
と
す
る
が
為
な
り
。〉。

乃
ち
祭
を
修
む
。
口
膿
す
る
に
、
犠
牲
に
牝
を
用
ゆ
る
こ
と
元
か
ら
し
む

〈任
生
を
傷
つ
く
る
が
為
な
り
。〉。

伐
木
を
禁
止
し
、
巣
を
覆
す
こ
と
無

か
ら
し
め
、
核
贔
・
胎
夭

・
飛
烏
を
殺
す
こ
と
元
か
ら
し
め
、
贈
・
卵
を

と
る
こ
と
無
か
ら
し
め
、
大
衆
を
取
丞
む
る
こ
と
・
城
郭
を
置
く
こ
と
無
か

ら
し
め

〈農
の
始
め
を
妨
ぐ
る
が
為
な
り
。
守
曰
く
、
「
荘
公
廿
九
年
、

『
春
、
新
た
に
厩
を
作
る
は
、
書
す
る
に
時
い
は
ざ
る
な
り
。
凡
そ
馬
は

日
中
に
し
て
出
で
、

日
中
に
し
て
入
る
。』

と
。
杜
預
日
く
、

『日
中
と
は

春
・
秋
分
な
り
。
厩
を
治
む
る
こ
と
嘗
に
秋
分
を
以
て
す
べ
し
。
因
り
て

な

馬
向
ひ
入
る
。
而
る
に
之
を
修
む
る
に
今
春
を
以
て
作
す
。
故
に
日
く
、

時
い
は
ざ
る
な
り
。』

と
。
」
と
。〉。

條
を
掩
ひ
街
を
埋
め
し
む

〈骨

枯

る
る
を
酪
と
日
ひ
、
肉
腐
る
を
砦
と
日
ふ
な
り
。
守
日
く
、

「掩
埋
せ
ざ

る
者
は
、
則
ち
復
た
旱
を
為
す
な
り
。
」
と
。〉。

是
の
月
や
、
以
て
兵
を

稲
ぐ
べ
か
ら
ず
。
兵
を
稲
ぐ
れ
ば
必
ず
や
天
｛
火
有
り
〈
生
氣
に
逆
へ
ば
な

り
。〉。

兵
戎
起
こ
さ
ず
、
我
よ
り
始
む
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

し
の

孟
春
に
夏
令
を
行
へ
ば
、
則
ち
雨
水
を
得
ず

〈巳
之
を
乗
ぐ
な
り
。〉。

口
草
木
早
く
落
ち
〈
生
日
に
促
る
な
り
。〉
、
固
時
に
恐
れ
有
り
〈
火
の

訛
を
以
て
相
鵞
く
な
り
。〉。

秋
令
を
行
へ
ば
、
則
ち
其
の
民
大
い
に
疫

そ

ひ

ょ

う

し
〈
坤
の
氣
乗
ぐ
な
り
。
七
月
始
め
て
殺
ぐ
。
〉
、
萩
風
暴
雨
捻
べ
て
至

あ
た

り

〈正
月
宿
は
尾
箕
に
直
る
。
箕
は
風
を
好
む
。
其
の
紙
逆
ら
ふ
な
り
。

曲
風
を
森
と
為
す
な
り
。
守
云
ふ
、
「
暴
風
な
り
。
音
必
遥
の
反
。
」
と
。〉
c

黎

・
秀

・
蓬

．
萬
拉
び
輿
る
〈
生
氣
乱
れ
、
悪
物
盛
ん
な
る
者
な
り
。〉。

き
ず

冬
令
を
行
へ
ば
、
則
ち
水
涼
敗
を
為
し
、
霜
雪
大
い
に
熱
つ
け
、
首
種

入
ら
ず
〈
亥
の
氣
之
を
乗
ぐ
な
り
。
薔
説
に
、
「
首
種
は
殺
を
請
ふ
者
な

り
。
」
と
。〉。

02
④
 

（
一
）
「
楼
記
』
月
令

孟
春
之
月
、
日
在
管
室
、
昏
参
中
、
旦
尾
中
。
（
中
略
）
是
月
也、

以
立
春
、
先
立
春
三

H
、
太
史
謁
之
天
子
曰
、
某
日
立
春
、
盛
徳
在

木
。
火
f
ル
齊
。
立
春
之
日
、
天
子
親
帥
一二
公

・
九
卿
・
諸
侯
・
大

夫
、
以
迎
春
於
東
郊
、
還
反
貨
公
卿
・
大
夫
於
朝
、
命
相
布
徳
和
令
、

(
］
)
 

行
慶
施
恵
、
下
及
兆
民
、
慶
賜
遂
行
、
母
有
不
嘗
。
乃
命
太
史
守
典

奉
法
、
司
天
日
月
星
辰
之
行
、
宿
離
不
貸
、
母
失
経
紀
。
以
初
為
常
゜

是
月
也
、
天
子
乃
以
元
日
、
祈
穀
手
上
帝
。
乃
揺
元
辰
、
天
子
親
載

未
紺
、
措
之
子
参
保
介
之
御
間
、
帥
三
公

・
九
卿

・
諸
侯

・
大
夫
、

射
耕
帝
藉
。
天
子
一
丑
一推
、
三
公
五
推
、
卿

・
諸
侯
九
推
。
反
、
執
爵

子
大
寝
、
三
公

・
九
卿
・
諸
侯

・
大
夫
皆
御
、
命
曰
努
酒
。
是
月
也
、

天
氣
下
降
、
地
氣
上
騰
、
天
地
和
同
、
草
木
萌
動
。
王
命
、
布
農
事
。

コ
2

命
田
舎
東
郊
、
皆
脩
封
薇
、
審
端
経
術
、
善
相
丘
陵
阪
険
原
阻
、
土

地
所
宜
、
五
穀
所
殆
、
以
教
道
民
、
必
射
親
之
。
田
事
既
訪
、
先
定

(
3
)
 

準
直
。
股
乃
不
惑
。
是
月
也
、
命
築
正
入
學
習
舞
。
乃
脩
祭
典
、
命

(
4
)
 

祀
山
林
川
澤
、
割
劉
舟
用
牝
。
禁
止
伐
木
、
母
覆
巣
、
母
籾
核
刷

・

(
5
)

（

6
)
 

胎
夭
・
飛
烏
、

iI、
母
卵
、
母
緊
大
衆
、
母
置
城
郭
、
掩
僻
埋
皆
゜

(
7
)
 

闘
也
、
不
可
以
稲
兵
。
稽
兵
必
天
残
。
兵
戎
不
起
、
不
可
従
我
始
。

紺
嬰
天
之
道
、
母
絶
地
之
理
、
母
風
人
之
紀
。
孟
春
行
夏
令
、
則
雨

(
8
)

（

9
)

（

10)

（

11
)
 

水
不
時
、
草
木
蚤
落
、
國
時
有
恐
。
行
秋
令
、
則
其
民
大
疫
、
森
風
・
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雪
霜
大

蓉
秀
・
蓬
嵩
塾
痴
。
行
冬
令
、
則
水
燎
為
販
、

冒
鬱
‘

(
1
)
 

摯
、
首
種
不
入
。

(l
)
相
謂
三
公
。
相
王
之
事
也
。
徳
謂
善
赦
也
。
令
謂
時
禁
也
。
刷
闘

冒

°
恵
謂
憧
其
不
足
也
。
天
子
曰
兆
民
。

(
2
)
田
謂
田
唆
。
主
農
之
官
也
。
圏
圏
園
、
順
時
氣
而
居
、
以
命
其
事

剃
。
封
暉
田
首
之
分
職
。
術
周
覗
作
遂
。
夫
間
有
遂
。
遂
上
有
径
゜

n
 

遂
小
溝
也
。
歩
道
日
径
。
今
文
尚
書
日
、
分
命
義
仲
、
宅
隅
夷
也
。

(3)
為
仲
春
将
繹
菜
。

(4
)
為
傷
妊
生
之
類
。

(
5
)
為
妨
農
之
始
。

(
6
)
謂
死
氣
逆
生
也
。
骨
枯
曰
路
、
肉
腐
日
皆
。

一
、
骰
、
江
百
反
。

皆
、
オ
賜
反
。
察
云
、
露
骨
曰
幣
、
有
肉
日
皆
。
街
亦
作
競
。
皆
、

扶
矩
反
。

(7
)
逆
生
氣
。

(
8
)
巳
之
氣
采
之
也
。
四
月
於
消
息
為
乾
゜

(
9
)
生
日
促
゜

(10
)
以
火
訛
相
驚
゜

(11
)
申
之
氣
乗
之
也
。
七
月
始
殺
。

(12
)
正
月
宿
直
尾
箕
。
箕
好
風
。
其
氣
逆
也
。
回
風
為
姦
゜

(13
)
生
氣
胤
、
悪
物
茂
゜

(14
)
亥
之
氣
乗
之
也
。
奮
説
、
首
種
謂
殺
。

（二
）
「春
秋
左
氏
偲
』
荘
公
偲
二
十
九
年

(
1
)
 

春
、
新
作
延
剛
、
書
不
時
也
。
凡
馬
日
中
而
出
日
中
而
入
。

(
1
)
日
中
春
秋
分
也
。
治
漑
営
以
秋
分
、
因
馬
向
入
而
脩
之
。
今
以
春

03
①
 

二
月
是
月
安
萌
牙
養
幼
少
存
諸
孤

〈助
生
氣
也
〉
命
民
社
也

〈事
在
祭
篇

之
也
〉
命
有
司
省
園
圏
去
栢
桔
母
陣
掠
止
獄
訟

〈坪
謂
死
刑
暴
尺
也
掠
謂

蓋
治
人
之
也
〉
日
夜
分
同
度
羅
鉤
衡
石
角
升
角
正
櫂
概
〈
同
角
正
皆
謂
壬

之
大
尺
日
度
升
鮒
日
籠
舟
斤
曰
鉤
稲
上
日
衡
百
廿
斤
日
石
角
今
之
朋
也
稽

也
稲
鎚
日
権
概
平
斗
朋
者
也
〉
無
作
大
事
以
妨
農
事

〈大
事
兵
役
之
属
〉

無
嬉
川
澤
無
渡
跛
池
無
焚
山
林

〈順
陽
養
物
也
畜
水
日
跛
也
〉
祀
不
用
牲

用
圭
璧
更
皮
幣
〈
更
易
也
〉
上
丁
命
築
正
習
舞
秤
菜
〈
築
正
柴
官
之
長
也

舞
者
順
万
物
始
出
地
鼓
舞
也
将
舞
必
繹
菜
於
先
師
以
礼
之
也
〉
中
丁
習
學

〈
為
季
春
将
合
架
也
習
歌
与
八
音
之
也
〉

仲
春
行
秋
令
則
其
國
大
寒
氣
捻
至

〈酉
之
氣
也
八
月
宿
直
昇
畢
々
好
両
者

之
也
〉
寇
戎
来
征
〈
金
氣
動
也
畢
又
為
邊
兵
也
〉
行
冬
令
則
賜
氣
不
勝
麦

乃
不
熟

〈子
之
氣
也
十
一
月
為
大
陰
〉
民
多
相
掠

〈陰
姦
衆
也
〉
行
夏
令

則
國
乃
大
旱
焼
氣
早
来

〈午
之
氣
乗
之
也
〉
晶
螺
為
害
〈
暑
氣
所
生
為
災

也
〉

03
②
 

二
月
是
月
、
安
萌
牙
、
養
幼
少
、
存
諸
孤

〈助
生
氣
也
。〉。

命
民
社
也

〈事
在
祭
篇
、
之
也
。〉。

命
有
司
、
省
桐
圃
、
去
栢
桔
、
母
罪
掠
、
止
獄

訟

〈婢
謂
死
刑
暴
戸
也
。
掠
謂
董
治
人
、
之
也
。〉。

0

0

ロ

日
夜
分
、
同
度
・

景

・
鉤
衡
石
、
角
斗
甫
、
正
権
概

〈同
角
正
皆
謂
平
之
。

ロ

0

0

丈
尺
曰
度
、
斗
僻
曰
塁
、

舟
斤
日
鉤
、
稲
上
日
衡
、

百
廿
斤
日
石
。
雨
今

。

之
朋
也
。
稲
也
。
稲
錘
日
櫂
、
概
平
斗
朋
者
也
。〉。

無
作
大
事
、
以
妨
農

作
。
故
日
不
時
。
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□

ロ

事

〈大
事
兵
役
之
屈
。〉。

無
渇
川
澤
。
無
漉
跛
池
。
無
焚
山
林

〈順
協
養

物
也
。
畜
水
曰
跛
也
。〉
。
祀
不
用
牲
、
用
圭
壁
、
更
皮
幣

〈更
易
也
。
〉。

上
丁
、
命
架
正
、
習
舞
繹
菜

〈築
正
柴
官
之
長
也
。
舞
者
順
萬
物
始
出
地

鼓
舞
也
。
将
舞
、
必
繹
菜
於
先
師
以
視
、
之
也
。
〉。

仲
丁
、

習
學
〈
為
季

春
将
合
築
也
。
習
歌
輿
八
音
、
之
也
。
〉。

ロ

仲
春
行
秋
令
、
則
其
圃
大
水
、
寒
氣
捻
至

〈酉
之
氣
也
。
八
月
宿
直
昇
・

畢
。
畢
好
雨
者
、
之
也
。〉
、
寇
戎
来
征
〈
金
氣
動
也
。
畢
又
為
邊
兵
也
。
〉。

行
冬
令
、
則
陽
氣
不
勝
、
萎
乃
不
熟

〈子
之
氣
也
。
十

一
月
為
大
陰
。〉
、

民
多
相
掠
〈
陰
姦
衆
也
。
〉。

行
夏
令
、
則
國
乃
大
旱
、
燒
氣
早
束
〈
午
之

氣
乗
之
也
。
〉
、
晶
娯
為
害

〈暑
氣
所
生
、
為
災
也
。
〉
。

03
③
 

ば

う

が

二
月
是
の
月
や
、
萌
牙
を
安
ん
じ
、
幼
少
を
養
ひ
、
諸
孤
を
存
す
〈
生

氣
を
助
く
る
な
り
。〉。

民
に
命
じ
て
社
せ
し
む
る
な
り

〈事
は
、
祭
篇
に

し
つ
こ
く

在
り
、
之
な
り
。
〉。
有
司
に
命
じ
て
、
園
圏
を
省
き
、
栢
桔
を
去
り
、
律

掠
す
る
こ
と
母
か
ら
し
め
、
獄
訟
を
止
む

〈罪
は
死
刑
し
て

P
を
暴
す
を

ひ
と

謂
ふ
な
り
。
掠
は
人
を
董
治
す
る
を
謂
ふ
、

之
な
り
。
〉。
日
夜
分
し
け
れ

よ
う

ひ
と

ば
、
度
・
贔
．
鉤
衡
石
を
同
じ
く
し
、
升
雨
を
角
し
く
し
、
樅
概
を
正
し

く
す

〈同
・
角

・
正
皆
之
を
平
ら
か
に
す
る
を
謂
ふ
な
り
。
丈
尺
を
度

と
日
ひ
、
斗
朋
を
贔
と
日
ひ
、
川
斤
を
鈎
と
日
ひ
、
稲
上
を
衡
と
日
ひ
、

百
廿
斤
を
石
と
日
ふ
。
用
は
今
の
朋
な
り
。
稲
な
り
。
稲
錘
を
権
と
日
ふ
。

お
こ

概
は
斗
朋
を
平
ら
か
に
す
る
者
な
り
。
〉
。
大
事
を
作
し
て
、
以
て
農
の
廿

3
9
た

を
妨
ぐ
る
こ
と
無
か
れ

〈大
事
は
兵
役
の
属
な
り
。〉。

川
澤
を
娼
す
こ
と

つ
く

無
か
れ
。
跛
池
を
漉
す
こ
と
無
か
れ
。
山
林
を
焚
く
こ
と
無
か
れ
〈
協
に

順
ひ
物
を
養
ふ
な
り
。
水
を
蓄
ふ
る
を
跛
と
日
ふ
な
り
。〉。

祀
に
牲
を
用

い
ず
、
圭
璧
を
用
い
て
皮
幣
に
更
ふ

〈更
は
易
な
り
。〉。

上
丁
に
、

築
正

せ
き

に
命
じ
て
、
舞
を
習
い
繹
菜
せ
し
む

〈築
正
は
柴
官
の
長
な
り
。
舞
は
萬

物
始
め
て
地
を
出
づ
る
に
順
ひ
て
鼓
舞
す
る
な
り
。
勝
に
舞
は
ん
と
す
れ

う
や
安

ば
、
必
ず
先
師
に
繹
菜
し
て
以
て
之
を
礼
ふ、

之
な
り
。〉
。
仲
丁
に
、
習

ひ
學
ば
し
む
〈
季
春
に
勝
に
合
築
せ
ん
と
す
る
が
為
な
り
。
歌
と
八
音
と

を
習
ふ
、
之
な
り
。〉。

仲
春
に
秋
令
を
行
へ
ば
、
則
ち
其
の
國
大
水
あ
り
、
寒
氣
捻
べ
て
至
り

あ
た

〈酉
の
氣
な
り
。
八
月
宿
は
昇

・
畢
に
直
る
。
畢
は
雨
を
好
む
者
な
り
、

之
な
り
。〉
、
寇
戎
来
り
征
す

〈
金
氣

動
く
な
り
。
畢
も
又
た
邊
兵
と
為

み
の

す
な
り
。
〉。
冬
令
を
行
へ
ば
、
則
ち
陽
氣
勝
た
ず
、
萎
ル
ち
熟
ら
ず

〈子

あ
ひ
か
す

の
氣
な
り
。
十
一
月
を
大
陰
と
為
す
。〉
、
民

多
く
相
掠
む

〈陰
姦
衆
き

な
り
。
〉。
夏
令
を
行
へ
ば
、
則
ち
園
乃
ち
大
い
に
旱
し
、
燒
氣
早
く
束

り
〈
午
の
氣
之
を
乗
ぐ
な
り
。
〉、
晶
娯
害
を
為
す

〈暑
氣
の
生
ず
る
所
、

災
を
鯰
す
な
り
。〉。

03
④
 

(
-
）
『礎
品
』
月
令

是
月
也
、
安
萌
芽
、
養
幼
少
、
存
諸
孤
。
探
元
日
、
命
民
社
。
鉗
[

有
司
、
省
圏
圏
、
去
栢
桔
、
母
辣
掠
、
止
獄
訟
。
（中
略
）
日
夜
分
、

(3
)
 

則
同
度
量
、
鉤
衡
石
、
角
叩
圃
、

正
櫂
概
。
是
月
也
、
耕
者
少
舎
、

E
 

乃
脩
閾
扇
、
褻
廟
畢
備
、
母
作
大
事
、
以
妨
股
之
事
。
是
月
也
、

(5
)
 

晶
寄
蘭
、
母
国
閾
測
、
母
焚
山
林
。
天
チ
ル
鮮
恙
開
泳、

先
胞

(
6
)
 

壮
廟
。
上
丁
、
命
築
正
習
舞
繹
菜
。
天
子
乃
帥
三
公
・九
卿
・
諸
侯
・

(
7
)
 

大
夫
、
親
往
視
之
。
仲

Tl、
又
命
柴
正
入
學
割
舞
。
是
月
也
、
刷

(8
)
 

企
用
犠
牲
、
用
圭
璧
、
更
皮
幣
。
仲
春
行
秋
令
、

則
其
國
大
図
、
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04
①
 

、(
9

)

(

10)

厄

寒
氣
抱
至
、
寇
戎
来
征
。
行
俎
令
、
則
陽
氣
不
勝
、
萎
乃
不
熟
、

512)

（

13)

（

M
)
 

民
多
相
掠
。
行
夏
令
、
則
國
乃
大
旱
、
媛
氣
早
来
、
虫
翌
銀
為
害
。

(1
)
助
生
気
也
。

(2
)
順
陽
寛
。
省
滅
也
。
園
園
所
以
禁
守
繋
者
。
若
今
別
獄
突
。
栢
桔

今
械
也
。
在
手
日
桔
、
在
足
日
栢
。
坪
謂
死
刑
暴
戸
也
。
周
稔
日
、

陣
之
三
日
。
掠
謂
揺
治
人
。

(
3
)
因
査
夜
等
而
平
営
也
。
同
角
正
、
皆
謂
団
之
也
。
図
尺
曰
度
、
団

朋
日
量
、

三
十
斤
日
鉤
、
稲
上
曰
衡
、
百
二
十
斤
日
石
。
涌
今
朋

叫
。
稲
暉
日
櫂
。
概
平
斗
鮒
者
。

(
4
)
大
事
兵
役
之
隠
。

(
5
)
順
陽
養
物
也
。
畜
水
曰
跛
、

穿
地
通
水
日
池
。

(6)
築
正
柴
宜
之
長
也
。
命
習
舞
者
、
順
萬
物
始
出
地
鼓
舞
也
。
牌
舞
、

必
秤
菜
於
先
師
以
證
之
。
夏
小
正
日
、
丁
亥
萬
舞
入
學
。

(
7
)
為
季
春
将
習
合
築
也
。
習
柴
者
、
習
歌
輿
八
音
。

(8
)
為
季
春
将
選
而
合
騰
之
也
。
剣
猶
易
割
。
営
祀
者
、
古
以
玉
吊
而

已
。

(9
)
酉
之
氣
乗
之
剃
。
八
月
宿
直
昴
畢
。
畢
好
雨
。

(10)
金
氣
動
也
。
畢
又
為
邊
兵
。

(11)
子
之
氣
乗
之
也
。
十
一
月
為
大
陰
゜

(12
)
陰
姦
衆
也
。

(13)
午
之
氣
乗
之
也
。

(14)
暑
氣
所
生
、
為
災
害
似
。

一二
月
天
子
布
徳
行
恵
発
倉
稟
賜
貧
窮
開
府
庫
出
幣
吊
周
天
下
勉
諸
侯
聘
名

士
礼
賢
者
〈
周
謂
治
不
足
也
勉
猶
勧
也
聘
問
也
名
士
不
仕
也
〉
脩
行
園
邑

周
視
原
野
脩
利
隈
防
導
達
溝
漬
開
通
道
路
無
使
部
塞
田
猟
置
衆
羅
網
醗
倭

獣
之
薬
禁
無
出
用
〈
獣
筈
曰
買
衆
鳥
晋
曰
羅
網
小
而
柄
長
謂
之
畢
蒻
射
者

所
以
自
隠
也
凡
諸
習
毒
薬
禁
其
出
也
天
子
為
九
門
之
也
〉
無
伐
桑
柘

〈慶

蛮
食
也
〉
具
曲
植
宮
速

〈
養
螢
之
器
也
曲
源
也
植
槌
也
〉
是
月
之
未
揮
吉

日
大
合
築
天
子
率
群
臣
親
視

〈大
合
築
所
以
助
協
達
物
風
化
天
下
也
其
架

亡
今
以
射
卿
射
代
之
也
〉
乃
累
牛
騰
馬
遊
牝
子
牧

〈累
騰
皆
乗
合
正
之
名

也
其
牝
牡
欲
令
之
心
也
〉

季
春
行
冬
令
則
寒
氣
時
登
草
木
皆
瘤
〈
丑
之
氣
乗
也
瘤
謂
文
葉
縮
栗
之

也
〉
國
有
大
恐
〈
以
水
訛
柑
驚
也
〉
行
夏
令
則
民
多
疾
疫
時
雨
不
降

〈未

之
氣
乗
也
六
月
宿
直
畢
々
鬼
々
之
為
天
戸
時
又
大
暑
也
〉
山
陵
不
牧

〈高

者
咲
於
熱
也
〉
行
秋
令
則
民
天
多
沈
陰
淫
雨
屈
降

〈戌
之
氣
乗
也
九
月
多

陰
淫
淋
也
雨
三

H
以
上
為
淋
今
月
令
曰
衆
雨
之
也
〉
兵
革
拉
起

〈
金
氣
勝

也
〉

04
②
 

三
月
、
天
子
布
徳
行
悪
、
登
倉
稟
、
賜
貧
窮
、
開
府
脂
、
出
幣
白
巾
、
周
天

下
。
勉
諸
侯
、
聘
名
士
、
祗
賢
者
〈
周
謂
給
不
足
也
。
勉
猶
勧
也
。
聘
問

也
。
名
士
不
仕
也
。
〉
。
循
行
園
邑
、
周
視
原
野
、
脩
利
堤
防
、
導
達
溝
消
、

開
通
道
路
、
無
使
障
塞
。
田
撒
置
衆

・
紐
網

・
畢
幣

・
條
獣
之
薬
、
（
禁
）

無
出
用

〈獣
晋
曰
習
衆
。
鳥
晋
日
羅
網
。
小
而
柄
長
、
謂
之
畢
。
腎
射
者

所
以
自
隠
也
。
凡
諸
晋
粛
薬
、
禁
其
出
也
。
天
子
為
九
門
之
也
。
〉。
無
伐

桑
柘

〈
愛
蛮食
也
。
〉。
具
曲
植
•
宮
蓮
〈
養
螢
之
器
也

。

曲
薄
也
。

植
槌

也
。
〉
。
是
月
之
末
、
揮
吉
H
大
合
柴
。
天
子
率
群
臣
親
視

〈
大
合
築
、
所
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口

以
助
陽
達
物
、
風
化
天
下
也
。
其
架
亡
。
今
以
射
郷
射
代
之
也
。〉。

乃
合

累
牛
・
騰
馬
、
遊
牝
子
牧
〈
累
．
騰
皆
乗
合
正
之
名
也
。
其
牝
牡
欲
令
之

心
也
。〉。

季
春
行
冬
令
、
則
寒
氣
時
登
、
草
木
皆
簡
〈
丑
之
氣
乗
也
。
粛
謂
枝
菓
縮

栗
、
之
也
。
〉
、
國
有
大
恐

〈以
水
訛
相
驚
也
。
〉
。
行
夏
令
、
則
民
多
疾
疫
、

時
雨
不
降

〈未
之
氣
乗
也
。
六
月
宿
直
肇
鬼
。
畢
鬼
之
為
天

P
、
時
又
大

ロ

コ

ロ

暑
也
。
〉
、
山
陵
不
牧
〈
高
者
嘆
於
熱
也
。〉。

行
秋
令
、
則
（
民
）

天
多
沈

陰
、
淫
雨
屈
降

〈戌
之
氣
乗
也
。
九
月
多
陰
。
淫
淋
也
。
雨
三
日
以
上
為

淋
。
今
月
令
H
衆
雨
、
之
也
。
〉
、
兵
革
拉
起
〈
金
氣
勝
也
。
〉
。

04
③
 

三
月
、
天
子
徳
を
布
き
恵
を
行
ひ
、
倉
稟
を
登
き
て
、
貧
窮
に
賜
ひ
、

府
廊
を
開
き
、
幣
吊
を
出
し
、
天
下
に
周
か
ら
し
む
。
諸
侯
に
勉
め
て
名

士
を
聘
し
、
賢
者
を
礼
せ
し
む
〈
周
は
不
足
に
給
す
を
謂
ふ
な
り
。
勉
は

猶
ほ
勧
の
ご
と
き
な
り
。
聘
は
問
な
り
。
名
士
は
仕
へ
ざ
る
な
り
。〉。

國

邑
を
循
行
し
、
原
野
を
周
視
し
、
隔
防
を
脩
利
し
、
溝
潰
を
導
達
し
、
道

路
を
開
通
し
、
障
塞
せ
し
む
る
無
か
れ
。
田
撒
の
置
衆
・
羅
網
．
畢
蒻
．

く
ら
は

獣
に
條
す
の
薬
、
出
だ
し
用
ゆ
る
無
か
れ
〈
獣
晋
を
置
衆
と
曰
ひ
、
烏
晋

を
薙
網
と
曰
ふ
。
小
さ
く
し
て
柄
長
し
、
之
を
畢
と
謂
ふ
。
蒻
は
射
る
者

の
自
ら
隠
す
所
以
な
り
。
凡
そ
諸
苦
・
毒
薬
、
其
の
出
す
を
禁
ず
る
な
り
。

天
子
九
門
を
為
る
な
り
。
〉
。
桑
柘
を
伐
る
こ
と
無
か
ら
し
む
〈
螢
の
食

お
し

を
愛
む
る
な
り

。
〉
。曲
植
•
宮
速
を
具
ふ

〈蛋
を
養
ふ
の
器
な
り
。

曲
は

薄
な
り
。
植
は
槌
な
り
。
〉
。
是
の
月
の
末
に
、
吉
日
を
掃
び
て
、
人
い
に

ひ
き

合
築
す
。
天
子

群
臣
を
率
ゐ

て
親
ら
視
る

〈大
い
に
合
築
す
る
は
、
腸

を
助
け
物
を
達
し
、
天
下
を
風
化
す
る
所
以
な
り
。
其
の
築
亡
ぶ
。
今

射
・
郷
射
を
以
て
之
に
代
ふ
る
な
り
。〉。

乃
ち
累
牛
・
騰
馬
を
合
は
せ
て
、

牝
を
牧
に
遊
ば
し
む
〈
累
．
騰
皆
乗
合
正
の
名
な
り
。
其
の
牝
牡
之
を

し
て
心
せ
し
め
ん
と
欲
す
る
な
り
。〉。

し
ぼ

季
春
に
冬
令
を
行
へ
ば
、
則
ち
寒
氣
時
に
登
し
、
草
木
皆
粛
み
〈
丑
の

氣
乗
ぐ
な
り
。
瘤
は
枝
葉
の
縮
栗
す
る
を
謂
ふ
、
之
な
り
。〉
、
窟
に
大

恐
有
り

〈水
の
訛
を
以
て
相
驚
く
な
り
。〉
。
夏
令
を
行
へ
ば
、
則
ち
民

疾
疫
多
く
、
時
雨
降
ら
ず
〈
未
の
氣
乗
ぐ
な
り
。
六
月
宿
は
猥
鬼
に
直

る
。
搬
鬼
之
を
天
戸
と
為
す
。
時
に
又
た
大
暑
あ
る
な
り
。
〉
、

山
陵
収

か
わ

ま
ら
ず

〈高
き
者
熱
に
暁
く
な
り
。〉。

秋
令
を
行
へ
ば
、
則
ち
天

沈
陰

多
く
、
淫
雨
屈
し
降
り
〈
戌
の
氣
乗
ぐ
な
り
。
九
月
陰
多
し
。
淫
は
淋

な
り
。
璽
二
日
以
上
を
淋
と
為
す
。
今
の
月
令
は
之
を
衆
雨
と
日
ふ
、
之

な
り
。〉、

兵
革
拉
び
起
る

〈金
氣
勝
つ
な
り
。〉。

04
④
 

（
一
）『
磯
記
』
月
令

是
月
也
、
生
氣
方
盛
、
陽
氣
骰
泄
、
句
者
畢
出
、

pJj
者
壼
達
、
不
可
以
内
。

天
子
布
徳
行
恵
、
命
有
司
、
発
倉
稟
賜
貧
窮
、
振
乏
絶
、
開
府
庫
出
幣
吊
、

(
1
)
 

周
天
下
。
勉
諸
侯
、
聘
名
士
、
證
賢
者
。
是
月
也
、
命
司
空
日
、
時
雨
牌

降
、
下
水
上
騰
。
圏

iT
國
邑
、
周
視
原
野
、
脩
利
隈
防
、
道
達
溝
濱
、
開

通
通
路
、
川
布
陪
塞
。
田
猟
置
衆
、
羅
網
凛
齋
、
條
獣
之
薬
、
嘩
湘
克
門
。

(
3
)
 

是
月
也
、
命
野
炭
無
伐
桑
柘
。
嗚
鳩
彿
其
羽
、
戴
勝
降
子
桑
。
具
曲
植
速

忙
。
后
妃
齊
戒
、
親
東
郷
射
桑
、
禁
婦
女
母
観
、
省
婦
使
以
勧
競
事
。
認

巾
既
登
、
分
繭
稲
絲
妓
功
、
以
共
郊
廟
之
服
、
母
有
敢
惰
。
（
中
略
）
則

}
之
困
、
据
吉
日
、
大
合
柴
。
天
子
乃
帥
一；
ハ
ム
・
九
卿
・
諸
侯
・
大
夫
、

親
行
視
之
。
是
月
也
、
乃
国
累
牛
・
騰
馬
、
遊
牝
子
牧
。
犠
牲
駒
憤
、
學
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ー

「

三
月
」
は
以
上
。
「
四
月
」
以
降
は
次
号
に
絞
く
。

書
其
敷
。
命
國
難
九
門
、
傑
攘
以
畢
春
氣
。
季
春
〖
払
勺
守

、
則
寒
氣
時
発
、

(7
)

(

8

)

（

9
)
 

草
木
皆
粛
、
殴
有
大
恐
。
行
夏
令
、
則
民
多
疾
疫
、
時
雨
不
降
、

wl林
村

國
行
秋
令
、

則
咲
多
沈
陰
、
淫
雨
蚤
降
、
兵
革
拉
起
。

(1
)
周
謂
国
不
足
也
。
勉
猶
勧
也
。
聘
問
也
。
名
士
不
仕
者
。

(
2
)
為
烏
獣
方
学
乳
、
傷
之
逆
天
時
也
。
獣
晋
日
買
架
、
烏
晋
曰
羅
岡
゜

小
而
柄
長
。
謂
之
懇
。
騎
射
者
所
以
自
隠
也
。
凡
諸
筈
及
毒
薬
、

禁
其
出
九
門
、
明
其
常
有
、
時
不
得
用
耳
。
天
子
九
門
者
、
路
門

也
。
應
門
也
。
雉
門
也
。
庫
門
也
。
皐
門
也
。
城
門
也
。
近
郊
門

也
。
遠
郊
門
也
。
腸
門
也
。
今
月
令
無
習
、
緊
為

t°

(3)9°
野
虞
謂
王
田
及
山
林
之
官
。

(4
)
時
所
以
養
鷲
器
也
。
曲
薄
也
。
植
槌
也
。

(
5
)
大
合
築
者
、
所
以
助
陽
達
物
、
風
化
天
下
也
。
其
幡
亡
。
針
天
子

以
大
矧
、
郡
國
以
郷
射
禍
代
之
。

(
6
)
累
騰
皆
乗
匹
忍
釦
1
0

是
月
所
合
牛
馬
、
謂
繋
在
厩
者
。
加
糾
如
翌
逗
、

則
就
牧
之
牡
而
合
之
。

(7
)
丑
之
氣
乗
之
也
。
粛
謂
枝
菓
縮
栗
゜

(8
)
以
水
訛
相
驚
゜

(
9
)
未
之
氣
乗
之
。
六
月
宿
直
鬼
。
鬼
為
天

P
。
時
又
有
暑
也
。

(10
)
高
者
圏
於
熱
也
。

(11
)
戌
之
氣
采
之
割
。
九
月
多
陰
淫
森
幽
。
雨
一二
日
以
上
為
森
。

11

令
日
衆
雨
。

(12)
陰
氣
勝
也
。
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